
入  札  公  告 
 
 
  一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７

条の６第１項の規定に基づき、次のとおり公示する。 
 
  平成３０年８月２９日 
 
                         鳥取県知事  平 井 伸 治 
 
 

１ 入札に付する事項 
次に掲げる物件（物件の名称：（元）鳥取放牧場）の売払 
 

所 在 地 区 

分 

種別及び数量 最 低 入 札 価 格

  

入札日等 入札、開札の場所 

鳥取市湖山町

西二丁目 

２３９番１ 

土 

地 

地目：雑種地 

地積： 

公簿面積 1,885 ㎡  

（実測面積 1,885.48 ㎡） 

  

12,700,000 円 平成 30 年 

10 月 16 日（火） 

【事前手続書類 

提出期限】 

平成 30 年 

９月 28 日（金） 

鳥取県庁 

議会棟３階 

第 15 会議室 

 
２ 入札参加要領等の交付 

      平成３０年８月２９日（水）から入札の行われる日の前日までの間に、鳥取県総務部行財政改革局資産活

用推進課ホームページの「新着情報」から入手すること。 
     ただし、これにより難い場合は、以下の場所において平成３０年８月２９日（水）から９月２８日（金）

まで（鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥取県条例第５号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午

後５時までの間に直接交付する。 
総務部行財政改革局資産活用推進課、東部県税事務所、八頭県土整備事務所、中部総合事務所地域振興局、

西部総合事務所地域振興局、西部総合事務所日野振興センター日野振興局 
 

３ 契約する者 
   鳥取県知事 平井 伸治 

 
４ 契約担当部局 

鳥取県総務部行財政改革局資産活用推進課（以下「資産活用推進課」という。） 
 

５ 入札手続等 
（１）入札に係る問合せ先 

 〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２２０番地 
 鳥取県総務部行財政改革局資産活用推進課 
  電 話 ０８５７－２６－７０１６ 
  ﾌｧｸｼﾐﾘ ０８５７－２６－７６１６ 

（２）郵便等による入札の可否 
 可とする。ただし、書留郵便（親展と明記すること。）又は民間事業者による信書の送達に関する法

律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定す

る特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの（親

展と明記すること。）により、(１)の場所に送付すること。 
 



（３）現地説明会 
  現場説明会は実施しないこととする。 

（４）入札参加資格 
  次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。 
  ア  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

   イ 政令第１６７条の４第２項の各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後、２年を経

過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 
    ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号

に掲げる者 
エ その他知事が不適当と認める者 

（５）入札に係る事前手続 
 ア  本件入札に参加する者は、次の書類を、（１）の問合せ先に平成３０年９月２８日（金）までに

提出（当日消印有効）し、入札参加資格の確認を受けること。 
 （ア）入札参加申込書（入札参加要領様式第１号による。） 
  （イ）政令第１６７条の４第２項の各号に該当しない旨の誓約書（入札参加要領様式第２号による。） 
  （ウ）入札参加資格を証する書面（入札参加者が個人の場合は本人の本籍地の市町村長が発行する

身分証明書、法人の場合は法人登記簿） 
  （エ）代理人により入札する場合は、委任状（入札参加要領様式第３号による。） 
 （オ）共有の場合は、代表者選任届（入札参加要領様式第５号による。） 
  （カ）印鑑証明書（代理人により入札する場合は、委任者の印鑑証明書及び受任者の印鑑証明書） 
イ （２）の郵便等による入札を行う場合の入札保証金については、別途納付書を送付するので、納

付書記載の金融機関（コンビニによる納付はできません。）において、原則、入札書の郵送に先立っ

て納付すること。 
（６）入札及び開札の日時及び場所 

ア 入札及び開札 
 平成３０年１０月１６日（火）  集合時間：午前１１時  開札時間：：午前１１時１５分 
ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月１２日（金）必着とする。 

イ 場所 
 鳥取市東町一丁目２２０番地  鳥取県庁議会棟３階第１５会議室 

（７）入札及び開札 
ア 入札は、紙入札により行うこと。 
イ 入札書は、入札参加要領の３に示すところにより記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封

して提出しなければならない。 
  ただし、（２）の郵便等による入札を行う場合には、密封した「入札書」を更に郵送用の封筒に入

れ、平成３０年１０月１２日（金）必着で資産活用推進課に送付しなければならない。また、入札保

証金の納付を確認するため、金融機関が収納した旨を表記した納付書の写しを併せて送付すること

するが、やむを得ない理由により入札書の提出と併せて送付することができない場合にあっては、

ファクシミリ等でその写しを送付することができる。 
ウ 入札者は、政令、鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号。以下「会計規則」という。）、

この公告及び本件入札参加要領を熟知の上、入札すること。 
エ 入札後、この公告及び本件入札参加要領等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てること

はできない。 
オ 入札者は、入札書の記載内容を抹消し、訂正し又は挿入するときは、当該箇所に押印しなければ

ならない。ただし、入札金額は訂正できない。 
カ 入札者は、その理由のいかんにかかわらずいったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回を

することはできない。 
キ 開札は、（６）の開札日時及び場所で直ちに行う。  

（８）入札保証金 
   この入札に参加する者は、入札保証金として入札しようとする金額の１００分の５以上の金額を入

札書に添えて提出しなければならない。この場合において、銀行が振り出し、又は支払保証した小切

手をもって入札保証金に代えることができる。 



   なお、落札できなかった場合には、速やかに返還するものとする。 
ただし、郵便等による入札による参加者にあっては入札参加要領に定めるところにより返還する。 

（９）契約保証金 
  落札者は、契約保証金として落札金額の１００分の１０の金額を納付しなければならない。 
  落札者が納付した入札保証金は、これを契約保証金の一部に振り替え、不足分を納付するものとす

る。 
６ その他 
（１）契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 
（２）入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
  ア この公告に示した入札参加資格のない者の入札 
  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札 
  ウ 入札に関して不正の行為があった者の入札 
  エ ５の（８）に定める入札保証金を納付しない者のした入札及び入札保証金の額が入札金額の 

１００分の５に満たない者のした入札 
  オ 金額を訂正した入札書による入札 
  カ 入札書の記載事項が不明なもの又は記名若しくは押印のない入札書による入札 
  キ 同じ物件について２通以上の入札書を提出した者の入札 
  ク 委任状のない代理人の入札 
  ケ 他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入札 
  コ 記入事項を訂正し、これに押印のない入札書による入札 
  サ 政令、会計規則又はこの公告に違反した入札 

（３）契約書の要否 
  要 

（４）落札者の決定方法 
この公告に掲げる最低入札価格以上の額で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  なお、落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、別に定める方法によるくじ

で決定する。 
（５）用途制限 

  この公告の物件は、いずれも次のアからウまでに掲げる用途に対し制限を付し、落札者が第三者に

対し貸し付け、交換し、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定する場合

にも同様に付すものとする。 
  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１

項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途 
  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に定

める暴力団の事務所の用途 
  ウ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条に

規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用途 
（６）手続における交渉の有無 

  無 
（７）その他 

  詳細は入札参加要領等による。 


